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６月３０日  

１．命を絶対的価値基軸とする作業及び保安体制を確立するためにも「本電第

７０号 電気部門における線路閉鎖工事等によらない作業等を実施する場

合の取扱い（試行）について（連絡）」の「４建築限界内作業等を実施す

る場合の具体的な取扱い（かけ声・うけ声運動）」について運用を直ちに

停止すること。 

２． 「設備及び建設工事部門従事員触車事故防止要領」に基づいた作業計画

の再徹底を図るとともに計画外作業に対する保安体制の確立方法につい

て再徹底を図ること。 

３．「安全計画２０２３」における安全エキスパートＪｒ、安全指導のキーマ

ン、安全のプロについて、「仕事の本質」の理解の促進及び徹底的なリス

クの掘り起こしなど、安全について担うべき役割を明らかにすること。 

２０２２年６月１日、電気ネットワーク部（現・鉄道事業本部電気ネットワーク部門）より「本電第７０号 電気部門にお

ける線路閉鎖工事等によらない作業等を実施する場合の取扱い（試行）について（連絡）」が発せられました。これは、

電気部門において２０２１年度に水戸支社・新潟支社で繰り返し発生した待避遅延に関する同種事象再発防に向けた

取扱いを定めるとしたものであり、目的は「線路閉鎖工事等によらない列車見張員等を配置する作業等」を対象に、

計画段階から関係者間で建築限界内外の意識向上、安易に建築限界内に入らないこととしています。しかし、通達で

は「建築限界内作業等を実施する場合の具体的な取扱い（かけ声・うけ声運動）」として、対象作業において線路閉鎖

工事等によれない場合に従事員間で声をかけ合うことで建築限界内に立ち入り作業等を行うことが可能と定めてい

ます。 

 支社管内でも１９９９年２月２１日未明、山手貨物線大崎恵比寿間にて回送列車と信号関係工事作業員が触車し、５

名の尊い命が犠牲になる重大事故（山貨事故）が発生し、「列車運行と線路内作業の分離」を図り、「設備及び建設工事

部門従事員触車事故防止要領」を定め、「列車見張員なくして作業なし」から「線路閉鎖なくして作業なし」へと保安体

制も見直し、命を絶対的価値基軸とする作業・保安体制を確立してきました。しかし、建築限界内に作業員が入りあわ

や触車事故に繋がりかねない危険な事象が続き、その度に確実な保安体制の確立が指 

導されてきました。作業員の行動は企業の安全文化に左右されるとされ、今問われて 

いるのは安全第一主義を主軸にした保安体制の確立と２度と触車事故を起こさせない 

安全を基軸とした対策です。 

現場では、本社から相次ぐ事象を受けて出される通達に対し理解や納得感が得られ 

ていません。さらに、本電第７０号の内容については現場長をはじめとする管理者や支 

社主管部ですら、関係規程やマニュアルに基づき説明できない状況であり、山貨事故 

前夜である職場実態の速やかな是正を求めています。建築限界内に列車と作業員は同 

時に存在することはできません。改めて、山貨事故５名の命の犠牲の上にある、現在の 

触防要領で定めた「線路閉鎖工事を保安体制の基本」として位置付けた基本に立ち返 

り「すべての仲間」の命を守る経営方針を定め、『グループ安全計画２０２３「進化」と「変 

革」一人ひとりの「安全行動」を起点に、「究極の安全」へ』を画餅に帰しないため、組織 

事故の視点をもって原因を究明し、職場の理解と納得感を基礎にした安全文化を醸成 

させ、繰り返される同種事象の完封していくことが求め、以下の３点を申し入れました。 


